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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部の先端部に開閉自在な鉗子部を備え、
　前記挿入部が、軸方向に進退自在に設けられた首振り操作軸部材と開閉操作軸部材とを
備え、
　前記鉗子部が、第１の鉗子部材とこれに対向し第１の枢支部を支点として回動可能に設
けられた第２の鉗子部材とを備え、
　前記第１の鉗子部材が、基端側の第２の枢支部を支点として前記挿入部の先端部に回動
可能に接続されるとともに、第３の枢支部を支点として前記首振り操作軸部材に回動可能
に接続され、
　前記第２の枢支部が、前記首振り操作軸部材と前記開閉操作軸部材との間に配され、
　前記第１の枢支部が、前記第２の枢支部よりも前記開閉操作軸部材側に配され、
　前記開閉操作軸部材の先端部が、前記第２の枢支部よりも前記第１の鉗子部材の先端側
に設けられ、
　前記各枢支部が、前記第１の鉗子部材の先端側から基端側に向かって前記第１の枢支部
、前記第２の枢支部、及び前記第３の枢支部の順に配され、
　前記第２の鉗子部材と前記開閉操作軸部材とを連結する連結部材が備えられ、
　該連結部材の一端部と前記開閉操作軸部材とが回動軸部材を支点として回動可能に接続
され、
　前記連結部材の他端部と前記第２の鉗子部材の基端部とが、第４の枢支部を支点して回
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動自在に接続され、
　前記第４の枢支部が、前記鉗子部の中心軸に対して前記回動軸部材の反対側に配され、
　前記第１の鉗子部材には、前記回動軸部材が係合する誘導溝が設けられ、
　該誘導溝が、前記第１の鉗子部材の基端側から先端側に向けて、かつ、前記開閉操作軸
部材側から第４の枢支部側に斜め方向に延びて設けられていることを特徴とする内視鏡用
鉗子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、生体組織を把持したり切断する際に使用する内視鏡用鉗子に関する。
【０００２】
【従来の技術】
外科用処置具を人体に設けられた腹腔内に挿入して行う外科処置の場合、患者への負担を
考慮して必要最小限の腹腔が設けられるため、限られた数及び大きさの腹腔内に処置具を
挿入して操作する必要がある。そのため、腹腔内へ挿入後は術者による一方向操作によっ
て多自由度操作を可能とする内視鏡用鉗子が用いられている。（例えば、特許文献１参照
）。
特許文献１記載の多自由度鉗子によれば、連結部材を支持するために配設された枢支軸や
連結ピンが駆動棒全体の中心軸上に配設されており、各駆動棒は、これらを避けるために
駆動棒全体の中心軸から偏って配設されている。そのため、操作軸部材である複数の操作
棒に接続されたリンク装置を組み合わせて首振り操作を可能とし、ハンドルの回動操作に
よって多自由度鉗子を挿入した状態のままで処置部の向きを変えて組織を把持することが
でき、また、組織を縫合等することを可能としている。
【０００３】
一方、上述した多自由度鉗子では、組織を切断したり把持するときにリンク装置に大きな
力が加わるため、鉗子部材を大きく開いたり回動させる際、リンク装置を駆動すると連結
部材が鉗子本体の挿入部の径よりも大きく、或いは先端部よりも外側に飛び出してしまう
。
そこで、操作軸部材の先端にカム溝等を設けるとともに鉗子部材に設けられた突起或いは
ロッド部材をこのカム溝等の内部を摺動させることによって、鉗子本体の挿入部の外側か
らの突出量を抑える構造を有する内視鏡用鉗子が提案されている（例えば、特許文献２、
３参照。）。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００１－２９９７６８号公報　（第３図）
【特許文献２】
特開平６－２８５０７８号公報　（第１図）
【特許文献３】
米国特許第５７４６７４０号明細書　（第４図、第７図）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の技術においては、鉗子部材にカム溝等を設けて挿入部の外側か
らの突出量を抑えて処置部位以外の組織への接触を抑える構造としても、鉗子部材を一方
向しか開閉操作できないことから、内視鏡下手術の際には処置方向が限定されるとともに
、内視鏡用鉗子の部材が外側に飛び出して内視鏡の視野を覆ってしまい十分な視野の確保
に不都合があった。
本発明は上記事情に鑑みて成されたものであり、首振り操作可能な内視鏡用鉗子に対して
も内視鏡用鉗子の外側への部材の飛び出し量を抑えて、処置部位以外の組織への接触部分
を抑えるとともに内視鏡の視野を確保できる内視鏡用鉗子を提供することを目的とする。
【０００６】
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【課題を解決するための手段】
本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
本発明の内視鏡用鉗子は、挿入部の先端部に開閉自在な鉗子部を備え、前記挿入部が、軸
方向に進退自在に設けられた首振り操作軸部材と開閉操作軸部材とを備え、前記鉗子部が
、第１の鉗子部材とこれに対向し第１の枢支部を支点として回動可能に設けられた第２の
鉗子部材とを備え、前記第１の鉗子部材が、基端側の第２の枢支部を支点として前記挿入
部の先端部に回動可能に接続されるとともに、第３の枢支部を支点として前記首振り操作
軸部材に回動可能に接続され、前記第２の枢支部が、前記首振り操作軸部材と前記開閉操
作軸部材との間に配され、前記第１の枢支部が、前記第２の枢支部よりも前記開閉操作軸
部材側に配され、前記開閉操作軸部材の先端部が、前記第２の枢支部よりも前記第１の鉗
子部材の先端側に設けられ、前記各枢支部が、前記第１の鉗子部の先端側から基端側に向
かって前記第１の枢支部、前記第２の枢支部、及び前記第３の枢支部の順に配され、前記
第２の鉗子部材と前記開閉操作軸部材とを連結する連結部材が備えられ、該連結部材の一
端部と前記開閉操作軸部材とが回動軸部材を支点として回動可能に接続され、前記連結部
材の他端部と前記第２の鉗子部材の基端部とが、第４の枢支部を支点として回動自在に接
続され、前記第４の枢支部が、前記鉗子部の中心軸に対して前記回動軸部材の反対側に配
され、前記第１の鉗子部材には、前記回動軸部材が係合する誘導溝が設けられ、該誘導溝
が、前記第１の鉗子部材の基端側から先端側に向けて、かつ、前記開閉操作軸部材側から
第４の枢支部側に斜め方向に延びて設けられていることを特徴とする。
【０００７】
この内視鏡用鉗子は、上記の構成を有するとともに各枢支部が上述の位置に配されている
ので、鉗子部を開閉操作軸部材側に回動する方向に首振り操作させる場合、開閉操作軸部
材の先端部が、第２の枢支部よりも第１の鉗子部材の先端側に設けられているので、開閉
操作軸部材の先端部と第２の枢支部とが干渉せずに回動できる。また、第１の鉗子部材の
先端側から基端側に向かって第２の枢支部、第３の枢支部の順に配されているので、挿入
部の先端部と第３の枢支部とが干渉することなく回動できる。こうして、第２の枢支部を
中心として９０度以上回動することができる。
一方、首振り操作軸部材側に回動させる場合には、開閉操作軸部材の先端部が、第２の枢
支部と干渉し、挿入部の先端部が、第３の枢支部と干渉するため、この方向への回動を制
限することができる。
【０００９】
この内視鏡用鉗子は、誘導溝が第１の鉗子部材に設けられているので、鉗子部の開閉操作
の際に回動軸部材の動きが誘導溝内に限定される。また、誘導溝が、前記第１の鉗子部材
の基端側から先端側に向けて、かつ、開閉操作軸部材側から第４の枢支部側に斜め方向に
延びて設けられているので、回動軸部材を誘導溝内で移動させることによって鉗子部の開
閉を行うことができる。また、開閉操作軸部材の先端部が第２の枢支部と干渉する位置ま
での移動に限定されるので、連結部材が内視鏡用鉗子の外側へはみ出す量を最小限に抑え
ることができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施形態について、図１から図４を参照して説明する。
本実施形態に係る内視鏡用鉗子１は、図１に示すように、体腔内に挿入される挿入部２と
、その先端部２ａに開閉自在に設けられた鉗子部３と、鉗子部３を操作する操作部５とを
備えている。
挿入部２は、外周面に柔軟性を有する管状のシース部材６を備え、このシース部材６の内
部には、軸方向に進退自在に設けられた首振り操作軸部材７と、首振り操作軸部材７に並
んで軸方向に進退自在に設けられた開閉操作軸部材８とが設けられている。
操作部５は、首振り操作軸部材７と開閉操作軸部材８とをそれぞれの軸方向に進退させて
鉗子部３を操作させるものとして挿入部２に接続されている。
【００１１】
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鉗子部３は、第１の鉗子部材１０と、これに対向し第１の枢支部材（第１の枢支部）１１
を支点として回動可能に設けられた第２の鉗子部材１２とを備えている。
第１の鉗子部材１０は略棒状金属片で形成されており、基端１０ａ側の第２の枢支部材（
第２の枢支部）１３を支点として挿入部２の先端部２ａに回動可能に接続されるとともに
、第３の枢支部材（第３の枢支部）１５を支点として首振り操作軸部材７に回動可能に接
続されている。
【００１２】
また、鉗子部３は、図１に示すように、第２の鉗子部材１２と開閉操作軸部材８とを連結
する連結部材１６を備えている。この連結部材１６の一端部１６ａとは、回動軸部材１７
を支点として開閉操作軸部材８とを回動可能に接続され、連結部材１６の他端部１６ｂと
第２の鉗子部材１２の基端部１２ａとが第４の枢支部材１８を支点として回動可能に接続
されている。第４の枢支部材（第４の枢支部）１８は、鉗子部３の中心軸Ｃに対して回動
軸部材１７の反対側に配設されている。
なお、連結部材１６と接続される開閉操作軸部材８の先端部８ａは、この回動軸部材１７
の動きに追随するために屈曲可能に構成されている。
【００１３】
第１の鉗子部材１０には、回動軸部材１７に係合され所定の幅を有する誘導溝２０が設け
られており、この誘導溝２０は、第１の鉗子部材１０の基端部１０ａ側から、先端部１０
ｂ側に向かって、かつ、開閉操作軸部材８側から第４の枢支部材１８側に斜め方向に直線
状に延びて設けられている。
なお、回動軸部材１７と誘導溝２０とが接触する表面は、すべりを容易にするためのコー
ティングが施されていてもよい。
第２の鉗子部材１２の先端部１２ｂは、第１の鉗子部材１０の先端部１０ｂに対向して延
びて形成されている。そして、第１の枢支部材１１の位置から首振り操作軸部材７側に曲
げられて構成され、基端部１２ａにて第４の枢支部材１８を介して連結部材１６の他端部
１６ｂと連結されている。
【００１４】
第２の枢支部材１３は、第１の鉗子部材１０を鉛直外方から首振り操作軸部材７に回動自
在に支持して、首振り操作軸部材７と開閉操作軸部材８との間に配設されている。
第１の枢支部材１１は、図１に示すように、第１の鉗子部材１０と第２の鉗子部材１２と
が開閉する際の基点として、第２の枢支部材１３よりも開閉操作軸部材８側に配設されて
いる。
また、開閉操作軸部材８の先端部８ａが、第２の枢支部材１３よりも第１の鉗子部材１０
の先端部１０ｂ側に配設されている。
これらの枢支部材は、第１の枢支部材１１と第３の枢支部材１５とが鉗子部３の中心軸Ｃ
を挟んで離間して配設されるとともに、第１の鉗子部材１０の先端部１０ｂ側から基端部
１０ａ側に向かって第１の枢支部材１１、第２の枢支部材１３、及び第３の枢支部材１５
の順に配設されている。
【００１５】
次に、以上の構成からなる本実施形態に係る内視鏡用鉗子１の使用方法について説明する
。
まず、図１に示すように、第１の鉗子部材１０と第２の鉗子部材１２とが閉じられた状態
から、図２に示すように、第２の鉗子部材１２を開く場合について説明する。
図１に示す状態で、操作部５を操作して開閉操作軸部材８を鉗子部３側へ前進させる。こ
のとき、開閉操作軸部材８先端に配設されている回動軸部材１７には内視鏡用鉗子１の先
端方向に向かわせる力が付加されるが、誘導溝２０からの抗力が生じて誘導溝２０の延び
る方向へ案内される。
さらに、開閉操作軸部材８を前進させると、回動軸部材１７が誘導溝２０に沿って第１の
鉗子部材１０の先端部１０ｂ側に移動するので、第４の枢支部材１８が第１の鉗子部材１
０の外側に押されるとともに、第４の枢支部材１８を介して第２の鉗子部材１２の基端部
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１２ａも外側に押出される。そして、第１の枢支部材１１を回動中心として、図１上で第
２の鉗子部材１２の先端部１２ｂ側が反時計回りに回動する。
こうして、図２に示すように、第２の鉗子部材１２が第１の鉗子部材１０に対して下方側
に回動して両者が開いた状態となる。
【００１６】
第２の鉗子部材１２を閉じて再び第１の鉗子部材１０に対向させる場合には、操作部５を
操作して開閉操作軸部材８を操作部５側に後退移動させる。
このとき、回動軸部材１７が誘導溝２０に案内されて開閉操作軸部材８側に移動して第１
の鉗子部材１０の基端部１０ａ側に引き戻されるので、第４の枢支部材１８を介して第２
の鉗子部材１２の基端部１２ａが第１の鉗子部材１０の内側に移動して、第２の鉗子部材
１２が第１の枢支部材１１を回動中心として図２上で時計回りに回動する。こうして、第
１の鉗子部材１０と第２の鉗子部材１２とが閉じられる。
【００１７】
次に、図３に示すように、第１の鉗子部材１０と第２の鉗子部材１２とを閉じた状態で第
２の鉗子部材１２側に首振り操作させる場合について説明する。
この場合、まず、図１に示す状態から、首振り操作軸部材７を鉗子部３側へ前進操作させ
る。この力が第１の鉗子部材１０には第３の枢支部材１５を介して回転モーメントとして
伝達され、鉗子部３が第２の枢支部材１３を中心として図１上で反時計まわりに首振り操
作を始める。
一方、この首振りの動きに合わせて開閉操作軸部材８を後退操作させる。
こうして、第３の枢支部材１５を第２の枢支部材１３よりも挿入部２の先端部２ａ側に移
動させると鉗子部３が回動して、図３に示す位置となって首振り操作が終了する。
【００１８】
再び、鉗子部３を挿入部２に沿う方向に戻す場合には、操作部５を操作して首振り操作軸
部材７を操作部５側へ後退操作させる。この力が、第１の鉗子部材１０には第３の枢支部
材１５を介して回転モーメントとして伝達され、第２の枢支部材１３まわりに鉗子部３が
図３上で時計回りに回動する。
こうして、第３の枢支部材１５を第２の枢支部材１３よりも操作部５側に後退させること
によって、再び鉗子部３が挿入部２に沿う方向の位置となる。
【００１９】
次に、図４に示すように、鉗子部３を首振りさせた状態でさらに開く場合について説明す
る。
この場合、図３に示す状態において、前述と同様に、操作部５を操作して開閉操作軸部材
８を前進させる。このとき、開閉操作軸部材８の先端部８ａが屈曲しながら回動軸部材１
７を誘導溝２０に沿って移動させる。
さらに、開閉操作軸部材８を前進させると、回動軸部材１７が誘導溝２０に沿って第１の
鉗子部材１０の先端部１０ｂ側に移動するので、第４の枢支部材１８が第１の鉗子部材１
０の外側に押されるとともに、第４の枢支部材１８を介して第２の鉗子部材１２の基端部
１２ａも外側に押出される。そして、第１の枢支部材１１を回動中心として、図３上で反
時計回りに回動する。
こうして、図４に示すように、第２の鉗子部材１２が第１の鉗子部材１０に対して操作部
５側に開いた状態となる。
【００２０】
第２の鉗子部材１２を閉じて再び第１の鉗子部材１０に対向させる場合には、操作部５を
操作して開閉操作軸部材８を操作部５側に後退移動させる。
このとき、上述とは逆の動きとなって回動軸部材１７が誘導溝２０内を第１の鉗子部材１
０の基端部１０ａ側に移動するので、第４の枢支部材１８も操作部５側に戻されて第２の
鉗子部材１２が図４上で時計回りに回動する。こうして、第１の鉗子部材１０と第２の鉗
子部材１２とが閉じられる。
【００２１】
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この内視鏡用鉗子１によれば、鉗子部３を開閉操作軸部材８側に回動する方向に首振り操
作させる際、開閉操作軸部材８の先端部８ａが、第２の枢支部材１３よりも第１の鉗子部
材１０の先端部１０ａ側に設けられているので、開閉操作軸部材８の先端部８ａと第２の
枢支部材１３とが干渉することなく回動できる。また、第１の鉗子部材１０の先端部側１
０ａから基端部１０ｂ側に向かって第２の枢支部材１３、第３の枢支部材１５の順に配さ
れているので、第２の枢支部材１３と首振り操作軸部材７とが干渉することなく上記の方
向に回動できる。よって、第２の枢支部材１３を中心として９０度以上回動することがで
きる。
一方、首振り操作軸部材７側に回動させようとしても、開閉操作軸部材８の先端部８ａが
、第２の枢支部１３と干渉し、挿入部２の先端部２ａが、第３の枢支部材１５と干渉する
ため、この方向への回動を制限することができ、鉗子部３からの連結部材１６等の飛び出
し量を最小限に制限して周囲の組織と接触する範囲を抑えることができる。
【００２２】
また、回動軸部材１７と係合される誘導溝２０が、第１の鉗子部材１０の基端部１０ｂ側
から先端部１０ａ側に向けて、かつ、開閉操作軸部材８側から第４の枢支部材１８側に斜
め方向に延びて設けられているので、開閉操作の際、開閉操作軸部材８の先端部８ａの移
動量が第２の枢支部材１３と干渉する位置までに限定され、内視鏡用鉗子１の外側へはみ
出す連結部材１６の量を最小限に抑えることができる。
【００２３】
なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば、上記の実施形態では誘導溝２０を直線状に形成させているが、湾曲させても構わ
ない。
また、開閉操作軸部材８の先端部８ａを屈曲可能なものとしているが、固いままの材質と
して代わりに新たなリンク部材を追加して駆動可能としてもよい。
【００２４】
【発明の効果】
以上説明した本発明においては以下の効果を奏する。
本発明の内視鏡用鉗子によれば、処置部位以外の周囲の組織と接触する部材の量が抑えら
れるので、限られた体腔内で使用してもコンパクトな動きで処置することができる。
また、内視鏡の視野の影となる部材の動きが抑えられるので、内視鏡観察に際して視野を
十分確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る内視鏡用鉗子の要部を示す側面図である。
【図２】　本発明の一実施形態に係る内視鏡用鉗子を開いた状態の要部を示す側面図であ
る。
【図３】　本発明の一実施形態に係る内視鏡用鉗子を首振り操作させた状態の要部を示す
側面図である。
【図４】　本発明の一実施形態に係る内視鏡用鉗子を首振り状態としてさらに開いた状態
の要部を示す側面図である。
【符号の説明】
１　内視鏡用鉗子
２　挿入部
３　鉗子部
７　首振り操作軸部材
８　開閉操作軸部材
１０　第１の鉗子部材
１１　第１の枢支部材（第１の枢支部）
１２　第２の鉗子部材
１３　第２の枢支部材（第２の枢支部）
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１５　第３の枢支部材（第３の枢支部）
１６　連結部材
１７　回動軸部材
１８　第４の枢支部材（第４の枢支部）
２０　誘導溝

【図１】 【図２】
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枢轴构件13从垂直方向上的外侧可旋转地保持第一钳子构件10抵靠摆动
操作轴构件7，并且设置在摆动操作轴构件7和开闭操作轴构件8之间。第
三枢轴构件15设置成使摆动操作轴构件7在垂直方向上从外侧可旋转地保
持抵靠第一钳子构件10。 Ž
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